川崎市男女共同参画センター

館長　鈴木悦子　殿
誓　約　書
私たち、　　　　　　　　　　　　　　は、平成2４年４月～平成2５年3月までの期間、川崎市男女共同参画センターにおいて、自助グループとして登録するにあたり、以下の条件を承諾し事業の目的に沿った運用を誓います。
1. 自助グループに利用が認められた部屋の使用条件を十分理解した上で、ルールを守り使用します。

2. 参加者及び来館者の安全については特に留意し、事故防止に努めます。

3. 施設利用にあたっては、その利用日毎に『利用報告書』を提出し、年度末に『年度活動報告書』を川崎市男女共同参画センター事務局に提出します。
4. 登録にあたり、審査・決定基準に抵触していないことを誓います。

万が一、審査・決定基準に抵触する事由が認められた場合には、年度の途中であっても、グループの登録を取り消されることを了解し事務局の指示に従います。
5. 年1回の「自助グループ連絡会」へは必ず出席します。
6. 登録期間中は、センターの職員もしくは相談マネージャーが見学・参観することを了解します。
7. 自助グループとして活動するにあたり、グループ構成員の故意または過失によって、川崎市男女共同参画センター、第三者、あるいは自グループ構成員に損害が生じた場合は、一切の責任を負うとともに損害に対して信義に則り早急に対処します。
平成２４年　　月　　日
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